
No. 質問 回答

1
　「資格情報のお知らせ（加入者情
報）」とは何か。

（通知文の項番　「　1　」を参照してください。）
　マイナ保険証を安⼼して御利⽤いただくため、オンライン資格確認等システムに登録さ
れている資格情報とマイナンバーの下４桁を記載し、加⼊者御自身ににその内容の確認を
求めるための書類です。

2
　令和６年１２⽉２⽇以降に交付さ
れる「資格情報のお知らせ」との違
いは？

（通知文の項番　「　1 , 9　」を参照してください。）
　「資格情報のお知らせ（加入者情報）」は、今回限りの配付となります。
　今回送付対象外となった方や、令和６年１２⽉２⽇以降の新規加⼊者等に対しても、
「資格情報のお知らせ」を令和６年１２⽉２⽇以降に交付する予定ですが、マイナンバー
の下４桁は記載いたしません。

3
　これがあればマイナ保険証を持た
なくてもよいか。

　「資格情報のお知らせ」のみで保険診療を受けることはできません。マイナ保険証と一
緒に携行することをお勧めいたします。

4
　内容が合っていることを確認した
らこのお知らせは廃棄してもよい
か。

　「資格情報のお知らせ」は、大切に保管いただきますようお願いします。
　オンライン資格確認等システムを導入していない医療機関等を受診する場合や、医療機
関等を受診する際にマイナ保険証の読み取りができない例外的な場合については、この
「資格情報のお知らせ」をマイナ保険証とともに医療機関等で提示することで保険診療を
受けることができます。

5
　「資格情報のお知らせ」は、常に
紙で持ち歩いていないといけないの
か。

　マイナポータルから、御自身のスマートフォン等にＰＤＦ形式でダウンロードができま
す（令和６年２月からの新機能）。スマートフォンに保存しておけば、紙で持ち歩く必要
はありません。

6
　私が退職した（又は被扶養者が認
定取消となった）場合には、「資格
情報のお知らせ」を返却するのか。

（通知文の項番　「　9(2)　」を参照してください。）
　配布後に組合員が退職した場合及び被扶養者が認定取消となった場合でも、「資格情報
のお知らせ（加入者情報）」を回収・返却する必要はありません。御不要の場合には各自
で処分してください。
　ただし、健康保険証（組合員証・被扶養者証）は、所属所の事務担当者に必ず返却して
ください。

7
　マイナンバーを提出した覚えはな
いのに、なぜ記載されているのか。

　共済組合では、マイナンバーを勤務先（教育庁人事部）等に提出していない方について
も、法令に基づき、マイナンバーを管理している団体（地方公共団体情報システム機構
（J-LIS））に照会してマイナンバーを取得しています。
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　マイナンバーを勤務先に提出した
のに、「資格情報のお知らせ（加入
者情報）」が配付されなかった。不
利益はないか。

・　マイナポータルにログインすれ
ば、最新の資格情報を確認すること
はできる。

（通知文の項番　「　2　」を参照してください。）
　令和６年６月２１日以降にマイナンバー等の登録処理が完了した方は、今回は送付され
ませんが、オンライン資格確認等システムに最新の資格情報が登録されていますので、マ
イナ保険証で受診することができます。
　なお、現在お手元にある有効な健康保険証（組合員証・被扶養者証）は最長１年間の経
過措置（令和７年１２月１日まで）が設けられ、これまでどおり御利用いただけるため、
この点で不利益はありません。
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　マイナンバーを勤務先に提出した
のに、「資格情報のお知らせ（加入
者情報）」が配付されなかった。不
利益はないか。

・　マイナポータルにログインして
も、最新の資格情報を確認すること
ができない。

（通知文の項番　「　2　」を参照してください。）
　現時点でマイナンバー等の登録処理が未完了の方は、今回は送付されません。現時点で
は、オンライン資格確認等システムに最新の資格情報が登録されていませんので、マイナ
保険証で受診することができない状態です。
　何らかの事情により、共済組合がマイナンバーを取得できていない方については、今
後、共済組合からマイナンバーの提供依頼を行うことを予定しています。
　なお、現在お手元にある有効な健康保険証（組合員証・被扶養者証）は最長１年間の経
過措置（令和７年１２月１日まで）が設けられ、これまでどおり御利用いただけるため、
この点で不利益はありません。

9

　私（又は家族）に配付されていな
いのはなぜか。具体的にどのような
理由か。別途同じお知らせが配付さ
れると考えてよいか。

（通知文の項番　「　2 , 8　」を参照してください。）
　今回送付されなかった加入者についても、令和６年１２月２日以降、「資格情報のお知
らせ」（マイナンバー下４桁の記載のないもの）を交付する予定です。

10

　既に私は退職（又は既に家族は就
職し就職先の健康保険に加入）して
いるのに、「資格情報のお知らせ
（加入者情報）」の配付があった。
どうすればよいか。

　既に組合員の資格喪失（又は既に被扶養者の認定取消）の手続がお済みの場合は行き違
いですので、特に手続は必要ありません。手続がお済みでない場合は、速やかに所属所を
経由して所定の手続をお取りください。
　「資格情報のお知らせ（加入者情報）」が未開封の場合は開封せずに所属所の事務担当
者に返却してください。開封された場合は返却いただく必要はありませんので、マイナン
バーの下４桁に間違いがないことを確認後、御自身で処分してください。

11

　「資格情報のお知らせ（加入者情
報）」に記載されている、私（家
族）のマイナンバー下４桁が間違え
ている。

（通知文の項番　「　9　」を参照してください。）
　このお知らせが届いてから２週間以内に公立学校共済組合東京支部まで御連絡くださ
い。

12

　「資格情報のお知らせ（加入者情
報）」に記載された資格情報が誤っ
ている。どうすればいいか。
・　資格情報全般について

　「資格情報のお知らせ（加入者情報）」は、令和６年６月２０日時点（項目によっては
令和６年９月１７日時点）でオンライン資格確認等システムに登録された資格情報を記載
しています。その時点での正しい情報でしたら問題はありません。最新の資格情報は、マ
イナポータルにログインして確認することができます。

13

・　氏名の苗字が旧姓になってい
る。漢字氏名、カナ氏名又は住所が
誤っている（変更されていな
い。）。

（上記 12 に同じ。）
　なお、既に氏名変更・住所変更の手続がお済みの場合は行き違いですので、マイナン
バーの下４桁に間違いがなければ、特に手続は必要ありません。変更の手続がお済みでな
い場合は、速やかに所属所を経由して所定の手続をお取りください。

14
・　負担割合が空欄である。
・　負担割合が誤っている（高齢受
給者の方）

　「負担割合」は、高齢受給者証をお持ちの方のみ表示されます。

（上記 12 に同じ。）
　高齢受給者の負担割合は、令和６年６月２０日時点で高齢受給者であった方のその時点
での負担割合が記載されています。
　令和６年８月、９月又は１０月から高齢受給者となった方は、令和６年６月２０日時点
では高齢受給者ではなかったため、負担割合が空欄で表示されています。
　最新の負担割合は、現在お手元にある有効な高齢受給者証に記載された負担割合を参照
してください。
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15

・　資格取得年月日が、健康保険証
（組合員証・被扶養者証）に記載さ
れた資格取得年月日と一致していな
い。

（上記 12 に同じ。）
　なお、資格取得後の任用形態の変更等により、組合員番号変更・組合員種別変更（一般
組合員から短期組合員、短期組合員から一般組合員）があった方については、「資格情報
のお知らせ（加入者情報）」には組合員番号変更年月日・組合員種別変更年月日が資格取
得年月日として記載されるため、健康保険証に記載された資格取得年月日（当初資格取得
年月日）と一致しない場合があります。この場合でも、当初資格取得年月日から資格が継
続している場合には、資格期間は途切れずに登録されていますので御安心ください。

16

　漢字氏名又は住所について、「資
格情報のお知らせ（加入者情報）」
では正しく記載されているのに、マ
イナポータルにログインして確認し
たところ、文字化けしている（●■
で表示されている。）。

　当共済組合の組合員情報管理システムに登録できる文字でも、社会保険診療報酬支払基
金のオンライン資格確認等システムに登録する際に文字コードの違いから当該文字（外字
等）が登録できない場合があり、この場合の当該文字は便宜上●■に置換して登録されて
いますが誤登録ではありません。保険診療を受ける上での支障はございませんので御安心
ください。

17
　紛失したので（き損したので）再
発行してほしい。

（通知文の項番　「　10　」を参照してください。）
　所属所を経由して再交付申請をしてください。送付までには、１か月程度お時間をいた
だく場合がありますので、御了承ください。再交付申請の受付は、令和６年１１月２９日
（金）まで（資格担当必着）とさせていただきます。

18
　氏名変更したので、再発行してほ
しい。

（通知文の項番　「　10 , 9(3)　」を参照してください。）
　氏名、住所、組合員番号等の資格情報の変更による再交付はできません。「資格情報の
お知らせ（加入者情報）」に記載される資格情報は、オンライン資格確認等システムの情
報提供により作成されており、情報提供は一度きりとなるため、既に交付した内容と異な
る内容での交付はできません。
　なお、今回送付分については再発行はできませんが、資格情報（住所を除く。）に変更
があった場合は、令和６年１２月２日以降、「資格情報のお知らせ」（マイナンバー下４
桁の記載のないもの）の交付が可能となる予定です。


